
１
　
は
じ
め
に

五
月
二
二
日
に
開
催
さ
れ
た
日
本
証
券
業
協
会
の
証
券
受
渡
・
決
済
制
度
改
革
懇
談
会
（
第
一
九
回
）
に
お
い
て
、
議
案
「
総
株

主
通
知
の
請
求
等
に
お
け
る
正
当
な
理
由
の
解
釈
指
針
」
に
つ
い
て
、
こ
の
解
釈
指
針
（
案
）
が
了
承
さ
れ
、
七
月
一
九
日
、
解
釈

指
針
が
発
表
さ
れ
た
（
１
）。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
株
券
が
電
子
化
さ
れ
る
新
た
な
振
替
制
度
の
導
入
後
、
い
か
な
る
場
合
に
、
発
行
会
社
が

総
株
主
通
知
を
請
求
で
き
る
か
が
明
確
に
な
っ
た
。
こ
の
「
正
当
な
理
由
」
の
第
一
番
目
に
、「
発
行
者
が
法
令
、
上
場
規
則
、
定

款
そ
の
他
の
規
則
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。）
に
基
づ
き
株
主
に
対
し
て
通
知
を
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
。」
と
の
記
載

が
あ
る
。
定
款
に
よ
っ
て
定
め
れ
ば
、「
正
当
な
理
由
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
、
費
用
さ
え
支
払
え
ば
、
発
行
会
社
は
実
質
的

に
必
要
な
時
に
株
主
名
簿
を
作
成
し
、
自
ら
の
株
主
が
誰
で
あ
る
か
を
特
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
近
年
、
株
主
名
簿
を
見
て
も
真
の
株
主
が
誰
か
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
二
〇
年
ほ
ど
前
で
あ
れ
ば
、
株
主
名
簿

上
の
大
株
主
は
、
生
命
保
険
や
都
市
銀
行
な
ど
の
機
関
投
資
家
で
あ
っ
た
。
最
近
は
、
日
本
ト
ラ
ス
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行
や

日
本
マ
ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
信
託
銀
行
な
ど
資
産
管
理
専
門
信
託
銀
行
が
株
主
名
簿
の
大
株
主
上
位
に
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
外
国
人
投
資
家
の
株
式
保
有
割
合
も
こ
こ
数
年
急
激
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
ス
テ
ー
ト
・
ス
ト
リ
ー
ト
バ
ン
ク
ア
ン

ド
ト
ラ
ス
ト
カ
ン
パ
ニ
ー
や
モ
ル
ガ
ン
・
チ
ェ
ー
ス
・
バ
ン
ク
な
ど
海
外
の
金
融
機
関
も
上
位
を
占
め
て
い
る
。
日
本
ト
ラ
ス
テ

ィ
・
サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行
な
ど
の
資
産
管
理
専
門
信
託
銀
行
も
ス
テ
ー
ト
ス
ト
リ
ー
ト
ア
ン
ド
ト
ラ
ス
ト
カ
ン
パ
ニ
ー
も
、
い
わ
ゆ
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名
義
株
主
と
真
の
株
主

福
本
　
　
葵



る
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
で
あ
る
。
カ
ス
ト
デ
ィ
ー
業
務
は
基
本
的
に
管
理
事
務
を
行
う
の
み
で
あ
り
、
株
式
や
債
券
に
関
す
る
裁
量
権

を
有
し
な
い
。
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
背
後
に
あ
る
運
用
機
関
や
資
金
提
供
者
に
よ
っ
て
指
図
さ
れ
、
そ

の
指
図
に
基
づ
い
て
行
使
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
ま
た
最
近
の
傾
向
と
し
て
、
日
本
に
お
い
て
も
Ｍ
＆
Ａ
が
増
加
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
委
任
状
争
奪
戦
も
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
外
国
人
投
資
家
は
、
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
と
し
て
、
株
主
総
会
に
お
い
て
積
極
的
に
意
見
を
述
べ
、
議
案
に
よ

っ
て
は
反
対
票
を
投
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
、
議
決
権
を
行
使
す
る
権
限
を
有
す
る
真
の
株
主
を
特
定
し
、
真

の
株
主
に
対
し
て
、
積
極
的
に
Ｉ
Ｒ
活
動
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
発
行
会
社
が
増
加
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
株
主
名
簿
上
の
株
主
で
あ
る
資
産
管
理
銀
行
や
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
と
運
用
機
関
、
資
金
提
供
者
と
は
ど
の
よ
う
な
関

係
に
あ
る
か
、
こ
れ
ら
の
う
ち
議
決
権
を
行
使
す
る
権
限
を
有
す
る
者
は
誰
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
で
行
使
し
て

い
る
の
か
な
ど
、
株
主
名
簿
上
の
株
主
と
そ
の
背
後
に
あ
る
真
の
株
主
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

２
　
株
主
名
簿
上
の
大
株
主
（
非
居
住
者
）

株
式
の
持
ち
合
い
解
消
を
契
機
に
、
外
国
人
の
持
分
比
率
が
急
増
し
て
い
る
。
六
月
一
五
日
に
発
表
さ
れ
た
平
成
一
八
年
度
の
株

式
分
布
状
況
調
査
に
よ
る
と
、
平
成
一
八
年
度
の
市
場
価
格
ベ
ー
ス
で
の
外
国
人
の
株
式
保
有
比
率
は
二
八
％
で
あ
り
、
調
査
開
始

以
来
最
高
と
な
っ
た
（
２
）。

こ
れ
ら
「
外
国
人
」
と
し
て
表
さ
れ
る
投
資
の
実
質
的
な
資
金
提
供
者
は
、
年
金
基
金
や
投
資
フ
ァ
ン
ド
な

ど
の
機
関
投
資
家
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
運
用
に
関
し
て
は
資
産
運
用
会
社
を
利
用
し
、
証
券
や
資
金
の
管
理
は
カ
ス
ト
デ
ィ
ー
を

利
用
し
て
い
る
。

カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
と
は
、
一
般
に
、
常
任
代
理
人
（
３
）

の
う
ち
保
管
機
関
を
兼
ね
備
え
て
い
る
も
の
を
い
う
。
設
置
は
任
意
で
あ
り
、
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法
律
で
そ
の
選
任
を
義
務
付
け

ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
日
本

の
発
行
会
社
の
多
く
は
定
款
や

株
式
取
扱
規
則
の
規
定
に
よ
っ

て
、
外
国
に
居
住
す
る
株
主
は
、

必
ず
国
内
に
諸
通
知
を
受
領
す

べ
き
仮
住
所
を
定
め
る
か
、
代

理
人
を
設
置
し
、
会
社
に
届
け

る
こ
と
を
定
め
て
い
る
（
４
）。

年
金
基
金
な
ど
の
機
関
投
資

家
は
、
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
の
取

引
を
行
う
場
合
、
か
つ
て
は
国

ご
と
に
異
な
る
カ
ス
ト
デ
ィ
ア

ン
を
利
用
し
て
き
た
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
事
務
は
複
雑
で
あ
っ

た
た
め
、
現
在
で
は
、
グ
ロ
ー

バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
を
利

用
し
て
い
る
。
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・有価証券の保管
・多通貨有価証券口座、資金口座の維持
・国内有価証券、海外有価証券のフリー、DVP決済
・金利、配当、元本償還の期日における受領
・権利行使、権利売却、その他コーポレートアクションの実施、フェイル対応
・取引完了報告、適宜ペーパーベース口座明細書の送付
・契約上または実際上の決済データの記帳
・端末、またはコンピュータ間で指図を受け渡し、カストディーのデータベース経由
顧客情報を取り出すこと
・顧客別に適応した多通貨報告、パフォーマンス情報の提供
・有価証券貸付、借入
・税還付申請
・デリバティブの処理、決済
・特定国、特にエマージングマーケット情報の提供
・キャッシュプロジェクション、資金管理

表２　グローバル・カストディアンの提供する業務

ISSA-Report on Global Custody Risks-1992, page 6-7より

①　指示に基づく証券の取得または処分・移転や資金決済を行うこと
②　預り金の管理と証券の名義書換を行い、指示がない限り当該証券を適切に保管す
ること

③　保管証券（単元未満株を含む）に係る元利金の取立て、配当金の受入処理やこれ
らの利子・配当に関し、租税条約等の定める届出を行うこと

④　新株予約権および新株予約権付社債等の権利行使を行うこと
⑤　指示に従い外国人株主にかわり議決権を行使すること
⑥　株主に係る諸通知の受領
⑦　証券保有明細レポートの定期的な送付

表１　カストディーの業務

日本トラスティ・サービス信託銀行編著『THE  資産管理専門銀行－その実務のすべて』232～233ペ
ージより



一
九
九
〇
年
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ａ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
「
グ
ロ
ー
バ

ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
は
顧
客
に
対
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
カ
ス
ト

デ
ィ
ア
ン
ま
た
そ
の
顧
客
の
、
基
軸
地
域
・
通
貨
を
超
え
て
、

多
通
貨
で
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
金
融
商
品
の
保
管
、
決
済
、
報

告
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
る
（
５
）。

近
年
、
株
主
名
簿
に
大
株
主
と
し
て
名
義
の
記
載
が
あ
る
ス
テ

ー
ト
・
ス
ト
リ
ー
ト
バ
ン
ク
ア
ン
ド
ト
ラ
ス
ト
カ
ン
パ
ニ
ー

や
モ
ル
ガ
ン
・
チ
ェ
ー
ス
・
バ
ン
ク
な
ど
は
、
こ
の
グ
ロ
ー
バ

ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
で
あ
る
。

３
　
株
主
名
簿
上
の
大
株
主
（
国
内
）

（
１
）
日
本
版
マ
ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
の
導
入

現
在
、
発
行
会
社
の
株
主
名
簿
上
で
大
株
主
と
し
て
記
載
さ

れ
る
最
大
の
者
が
、
日
本
ト
ラ
ス
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行

や
日
本
マ
ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
信
託
銀
行
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
年

金
基
金
や
投
資
信
託
の
資
産
管
理
を
専
門
と
す
る
信
託
銀
行
で

あ
る
。
現
在
、
資
産
管
理
専
門
信
託
銀
行
に
は
、
上
記
の
二
行

に
加
え
、
資
産
管
理
サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行
の
三
社
が
あ
る
。

（42）

図１　グローバル・カストディーの仕組み
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こ
れ
ら
資
産
管
理
専
門
銀
行
は
、
い
わ
ゆ
る
日
本
版
マ
ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
の
導
入
を
契
機
に
設
立
さ
れ
た
。
一
九
七
〇
年
代
に
ア

メ
リ
カ
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
マ
ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
を
日
本
に
お
い
て
も
導
入
し
よ
う
と
す
る
機
運
が
高
ま
っ
た
。
平
成
一
〇
年
一

一
月
、
厚
生
年
金
基
金
連
合
会
資
産
運
用
研
究
会
が
報
告
書
「
運
用
自
由
化
時
代
の
年
金
基
金
の
資
産
運
用
」
を
発
表
し
た
。
こ
の

中
で
「
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
経
営
戦
略
上
マ
ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
を
重
視
し
そ
れ
に
優
先
的
に
資
源
配
分
を
行
い
高
度
の
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
能
力
と
自
信
の
あ
る
信
託
銀
行
が
、
マ
ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
の
導
入
に
向
け
た
積
極
的
な
取
り
組
み
を
進
め
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
」
と
述
べ
、「
運
用
機
関
の
専
門
・
特
化
の
進
展
と
こ
れ
を
束
ね
る
一
元
管
理
の
業
務
形
態
の
出
現
」
を
期
待
し
た
（
６
）。

ま
た
、
政
府
の
「
規
制
緩
和
推
進
三
ヶ
年
計
画
」（
平
成
一
一
年
三
月
三
〇
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、「
厚
生
年
金
基
金
の
年
金

資
金
の
運
用
と
管
理
の
分
離
」
に
つ
い
て
、「
年
金
資
産
の
運
用
と
管
理
を
分
離
し
、
管
理
業
務
に
特
化
し
た
信
託
契
約
等
を
実
施

し
、
年
金
資
産
全
体
の
一
元
的
な
管
理
を
可
能
と
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
し
、
結
論
を
得
る
。」
と
し
、
平
成

一
一
年
度
中
に
結
論
を
出
す
こ
と
と
し
て
い
た
。
こ
れ
を
受
け
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
、
厚
生
省
（
当
時
）
か
ら
、「
年
金
資
産
の
一

元
管
理
に
よ
る
運
用
と
資
産
の
分
離
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
通
知
が
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
宛
に
出
さ
れ
た
。
こ
の
通
知
に
よ
っ

て
、
再
信
託
方
式
に
よ
る
年
金
資
産
の
一
元
管
理
が
法
制
度
上
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
確
化
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
、
年
金
資
産
に
つ
い
て
は
、
生
命
保
険
や
信
託
銀
行
と
い
っ
た
資
産
運
用
機
関
が
引
き
続
き
資
産
管
理
業
務
を
行
っ
て

き
た
。
そ
こ
に
管
理
部
分
を
切
り
離
し
、
別
会
社
に
再
信
託
す
る
と
い
う
方
式
が
採
用
さ
れ
た
。
複
雑
化
す
る
運
用
機
関
の
投
資
行

動
を
受
け
、
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
管
理
業
務
も
最
新
の
金
融
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
対
応
す
べ
く
、
絶
え
ず
シ
ス
テ
ム
投
資
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
相
応
の
資
産
を
備
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
資
産
管
理
業
務
は
フ
ィ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
り
、

規
模
の
利
益
が
働
く
。
こ
の
た
め
、
よ
り
多
く
の
資
産
を
受
託
す
る
こ
と
が
経
営
の
基
盤
を
支
え
る
こ
と
に
繋
が
る
。
本
来
な
ら
ば

競
合
す
る
信
託
銀
行
や
生
命
保
険
会
社
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
拠
出
し
て
ま
で
も
こ
れ
ら
の
資
産
管
理
専
門
銀
行
を
設
立
し
た
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の
は
、
こ
の
よ
う
な
利
点
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）
資
産
管
理
専
門
銀
行

①
　
日
本
ト
ラ
ス
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
平
成
一
二
年
六
月
二
〇
日
、
り
そ
な
銀
行
、
住
友
信
託
銀
行
、
三
井
ト
ラ
ス
ト
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

が
三
分
の
一
ず
つ
出
資
し
、
日
本
ト
ラ
ス
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行
が
設
立
さ
れ
た
。
業
務
内
容
は
、
他
の
二
社
と
ほ
ぼ
共
通
す

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
年
金
信
託
・
単
独
運
用
指
定
金
銭
信
託
・
特
定
金
銭
信
託
・
証
券
投
資
信
託
・
管
理
有
価
証
券
信
託
・
運
用

有
価
証
券
信
託
・
退
職
給
付
信
託
等
に
係
る
有
価
証
券
等
の
管
理
業
務
、
余
資
運
用
、
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
外
国
為
替
取
引
、
カ
ス
ト

デ
ィ
ー
、
元
利
金
支
払
事
務
等
、
資
産
管
理
に
係
る
信
託
業
務
お
よ
び
銀
行
業
務
、
オ
ン
ラ
イ
ン
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス
等
日
本
版
マ

ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
に
関
す
る
業
務
で
あ
る
と
発
表
さ
れ
て
い
る
。

②
　
日
本
マ
ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
信
託
銀
行

日
本
マ
ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
信
託
銀
行
は
、
テ
ィ
ー
エ
ム
ジ
ー
信
託
銀
行
の
株
式
を
全
部
取
得
し
、
平
成
一
二
年
五
月
に
日
本
マ
ス

タ
ー
ト
ラ
ス
ト
信
託
銀
行
に
改
称
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
（
７
）。

設
立
当
初
の
出
資
比
率
は
、
三
菱
信
託
銀
行
が
四
三
・
五
％
、

日
本
生
命
保
険
三
三
・
五
％
、
東
洋
信
託
銀
行
一
〇
％
、
明
治
生
命
保
険
一
〇
％
、
ド
イ
ツ
銀
行
三
％
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
表
３

に
示
す
通
り
変
更
と
な
っ
た
。

③
　
資
産
管
理
サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行

み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
の
み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社
と
朝
日
生
命
保
険
相
互
会
社
、
第
一
生
命
保
険
相
互
会
社
、

富
国
生
命
保
険
相
互
会
社
、
安
田
生
命
保
険
相
互
会
社
の
生
命
保
険
四
社
が
資
産
管
理
サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行
を
平
成
一
三
年
一
月
二

（44）



二
日
に
設
立
し
た
（
表
３
）。

４
　
株
主
判
明
調
査

上
記
の
よ
う
な
資
産
管
理
銀
行
や
海
外
の
カ
ス
ト
デ
ィ
ー
が
株
主
名
簿

の
株
主
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
ら
に
は
、
資
産
運
用
の
裁
量
権
や
株
主
総
会

の
議
決
権
な
ど
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
資
産
の
管
理
を
委
託
さ
れ
て
い
る
の

み
で
あ
り
、
投
資
判
断
・
議
決
権
行
使
の
意
思
決
定
は
委
託
者
ま
た
は
資

金
提
供
者
が
行
う
。

資
産
管
理
専
門
信
託
銀
行
以
外
の
一
般
の
信
託
銀
行
名
義
で
「
○
○
信

託
銀
行
（
投
信
口
）」
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
信
託
銀
行

が
信
託
勘
定
（
８
）

で
投
資
信
託
の
資
産
管
理
を
行
っ
て
い
る
場
合
で
、
信
託
銀

行
に
は
運
用
や
裁
量
権
は
な
い
。
従
っ
て
、
議
決
権
を
行
使
す
る
の
は
、

信
託
銀
行
で
な
く
、
投
資
顧
問
会
社
・
投
資
信
託
会
社
で
あ
る
か
ま
た
は
、

資
金
提
供
者
で
あ
る
。
ま
た
、「
○
○
信
託
銀
行
（
信
託
口
）」
と
言
う
名

義
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
契
約
に
よ
っ
て
、
信
託
銀
行
が
運
用
権

を
持
つ
も
の
と
、
投
資
顧
問
会
社
・
投
資
信
託
会
社
が
運
用
権
を
持
つ
も

の
に
分
か
れ
る
。

従
っ
て
、
信
託
銀
行
は
自
ら
が
裁
量
権
を
持
つ
場
合
と
、
裁
量
権
は
持

（45）

表３　資産管理専門銀行

名称 出資比率
資本金

(円)
預かり資産残高（円）

日本トラステ
ィ・サービス
信託銀行

住友信託銀行 ３分の１
三井トラスト・ホールディングス ３分の１

日本マスター
トラスト信託
銀行

平成12年５月９日
（営業開始）

三菱UFJ信託銀行 46.50%

100億
約172兆
（平成19年３月末現在）

日本生命保険 33.50%
明治安田生命保険 10.00%
農中信託銀行 10.00%

平成13年１月22日
(設立）
平成13年１月30日
（営業開始)

みずほフィナンシャルグループ 54%

500億
約200兆円
（平成19年３月末現在）

第一生命保険 23%

朝日生命保険 10%
明治安田生命保険 9%
富国生命保険 4%

りそな銀行 ３分の１
510億

156兆406億
（平成18年９月現在）

三社の公表する平成18年度決算資料、その他財務資料により作成

設立年月日または
営業開始日

出資者

平成12年６月20日
（設立）

資産管理サー
ビス信託銀行



た
ず
に
、
投
資
顧
問
会
社
や
投
資
信
託
会
社
の
資
金
運
用
者
の
指
示
に
従
う
場
合
、
延
い
て
は
、
資
金
提
供
者
の
指
示
に
従
う
場
合

が
あ
る
。
一
部
の
年
金
基
金
（
カ
ル
パ
ー
ス
やT

IA
A

-C
R

F
F

な
ど
）
の
更
に
一
部
資
金
に
お
い
て
は
、
資
金
提
供
者
が
議
決
権
行
使

の
指
示
を
行
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
年
金
基
金
で
は
、
一
つ
一
つ
の
議
案
に
対
す
る
指
示
で
は
な
く
、
議
決
権
行
使
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
設
け
て
、
資
金
運
用
者
に
受
託
者
責
任
に
よ
る
適
切
な
行
使
を
求
め
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
共
済
年
金
等
の
公
的
年
金
、
私
的

年
金
の
集
ま
り
で
あ
る
企
業
年
金
連
合
会
等
は
議
決
権
行
使
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
発
表
し
て
い
る
（
９
）。

信
託
銀
行
に
は
、
会
社
法
上
も
議
決
権
の
不
統
一
行
使
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
資
産
管
理
銀
行
や
信
託
銀
行
は
、
背
後
に
存
在
す

る
議
決
権
行
使
の
実
質
的
な
裁
量
権
を
有
す
る
者
か
ら
の
指
示
に
従
っ
て
、
議
決
権
を
行
使
す
る
の
で
、
不
統
一
行
使
を
す
る
必
要

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
発
行
会
社
に
は
、
名
義
上
の
株
主
で
は
な
く
、
議
決
権
を
行
使
す
る
真
の
株
主
を
特
定
し
た
い
と
す
る

ニ
ー
ズ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
真
の
株
主
を
判
明
し
、
真
の
株
主
に
向
け
て
Ｉ
Ｒ
活
動
を
行
う
こ
と
が
現
行
Ｉ
Ｒ
活
動
の
一
つ
と
な
っ

て
い
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
真
の
株
主
を
特
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

株
主
判
明
調
査
の
第
一
段
階
は
株
主
名
簿
を
調
査
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
株
主
名
簿
に
は
真
の
株
主
が
表

記
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
二
段
階
で
用
い
ら
れ
る
の
が
、
免
税
搭
載
申
請
書
や
非
課
税
申
請
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

書
類
は
、
配
当
金
の
課
税
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
信
託
の
委
託
者
が
非
課
税
法
人
で
あ
る
場
合
、
配
当
に
か
か
る
源
泉
税
を
免
税

や
非
課
税
と
す
る
た
め
に
、
資
産
管
理
銀
行
か
ら
、
株
主
名
ご
と
に
、
証
券
代
行
に
非
課
税
申
請
書
等
が
提
出
さ
れ
る
。
発
行
会
社

の
本
決
算
の
場
合
に
は
、
有
配
・
無
配
を
問
わ
ず
提
出
さ
れ
る
が
、
中
間
決
算
の
場
合
に
は
、
有
配
の
際
に
提
出
さ
れ
る
場
合
が
多

い
。
こ
れ
を
調
査
す
る
と
議
決
権
を
行
使
す
る
裁
量
権
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
あ
る
程
度
は
特
定
で
き
る
。

免
税
申
請
書
上
の
記
載
か
ら
信
託
銀
行
と
委
託
者
、
委
託
会
社
と
の
信
託
契
約
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
判
断
す
る
こ
と
が

（46）



可
能
で
あ
る
（
表
４
）。
以
下
の
信
託
契
約
の
う
ち
、
名
義
上
の
株
主

で
あ
る
信
託
銀
行
（
受
託
者
）
に
議
決
権
の
裁
量
権
の
な
い
も
の
が

存
在
す
る
。
金
銭
信
託
の
う
ち
、
指
定
金
銭
信
託
は
信
託
銀
行
が
代

行
し
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
単
独
運
用
指
定
金
銭
信
託
の
場
合
は
、

一
委
託
者
か
ら
の
信
託
財
産
を
、
受
託
者
が
単
独
に
運
用
、
管
理
し

て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
委
託
者
が
議
決
権
行
使
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
策
定
し
、
受
託
者
が
こ
れ
を
行
う
よ
う
に
指
図
し
て
い
る
も
の
が

あ
る
（
10
）。

ま
た
、
特
定
金
銭
信
託
、
投
資
信
託
、
金
銭
信
託
以
外
の
金
銭
の

信
託
に
つ
い
て
も
、
投
資
信
託
会
社
や
投
資
顧
問
会
社
に
議
決
権
行

使
の
裁
量
権
が
あ
る
場
合
が
多
い
。

こ
の
ほ
か
、
大
量
保
有
報
告
書
や
、
投
資
信
託
と
し
て
株
式
が
保

有
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
投
信
情
報
・
投
信
組
み
入
れ
株
式
一
覧

表
な
ど
か
ら
も
、
ど
の
投
資
会
社
が
発
行
会
社
株
式
を
い
く
ら
保
有

し
て
い
る
か
と
い
う
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｉ
Ｒ
業
者

は
、
国
内
で
は
こ
の
よ
う
な
方
法
で
株
主
判
明
調
査
を
行
っ
て
い
る

が
、
非
居
住
者
に
関
す
る
情
報
は
、
海
外
の
提
携
す
る
調
査
機
関
に

調
査
を
委
託
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
ジ
ョ
ー
ジ
ソ
ン
・
シ
ェ
ア
ホ

（47）

表４　信託契約の分類

交付物 主な信託契約 免税申請書上の記載

金銭信託
単独運用 単独運用指定金銭信託

特定金銭信託、投資信託

指定 単独運用 ファンドトラスト
合同運用 従業員持株信託
単独運用 特定金外信託

合同運用 合同運用指定金銭信託 年金投資信託基金信託

『IR・株主総会マニュアル』より
金銭信託　信託を引き受ける際の財産が金銭である信託のうち、信託終了時に信託財産を金銭に換

価の上、受益者に交付するもの
金銭信託以外の金銭の信託　

信託財産を受益者に交付する際、運用によって取得した株式などの財産を現状のまま交
付する

指定　　　委託者が運用対象の種類あるいはその組み入れ範囲、取引相手の範囲等を指図して運用
すること

特定　　　委託者が取引日、運用対象の種類・銘柄・売買の別・売買価格・数量等を具体的に指図
して運用すること

合同運用　複数のファンドの信託財産を合同して運用すること
単独運用　信託契約ごとに信託財産を運用すること

運用裁量権 運用方式
指定

指定単、指定単独、厚生年金
基金信託

特定
特定金信、年金特金、年金特
金金銭信託、投資信託

金銭信託以外
の金銭の信託 特定

特的金外信託、金外（特金）



ル
ダ
ー
な
ど
の
海
外
の
Ｉ
Ｒ
専
門
業
者
は
、
株
主
名
簿
、
Ｄ
Ｔ
Ｃ
リ
ス
ト
、
投
資
信
託
に
よ
る
保
有
の
判
明
、
大
量
保
有
報
告
書
な
ど

の
各
種
の
書
類
を
調
査
し
、
ま
た
、
投
資
家
に
対
し
て
直
接
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
株
主
の
判
明
調
査
を
行
っ
て
い
る
（
11
）。

こ
の
よ
う
な
株
主
判
明
調
査
の
結
果
、
国
内
で
は
七
割
以
上
、
非
居
住
者
で
は
七
五
％
か
ら
八
五
％
程
度
の
精
度
で
株
主
を
特
定

で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

５
　
議
決
権
行
使
の
方
法

株
主
名
簿
上
の
株
主
と
議
決
権
を
行
使
す
る
裁
量
権
を
有
す
る
者
と
が
異
な
る
場
合
、
具
体
的
な
指
図
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
、
受
託
者
が
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
述
べ
た
企
業
年
金
連
合
会
（
12
）

な
ど
は
議
決
権
行
使
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
設
け
、
こ
れ

に
沿
っ
て
行
動
す
る
よ
う
受
託
者
に
求
め
て
い
る
。

非
居
住
者
の
場
合
、
発
行
会
社
か
ら
証
券
代
行
機
関
に
対
し
、
招
集
通
知
や
議
決
権
行
使
書
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
等
が

送
付
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
書
類
が
国
内
の
常
任
代
理
人
（
外
国
人
投
資
家
に
と
っ
て
は
、
サ
ブ
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
）
に
送
付
さ
れ
る
。

国
内
の
常
任
代
理
人
は
、
議
案
や
日
程
の
記
載
さ
れ
て
い
る
招
集
通
知
の
表
紙
を
英
訳
し
た
も
の
を
海
外
の
カ
ス
ト
デ
ィ
ー
（
海
外

投
資
家
に
と
っ
て
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
）
に
送
付
す
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
は
こ
れ
を
運
用
機
関

（
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
に
送
付
し
、
投
資
顧
問
会
社
が
年
金
等
の
資
金
提
供
者
に
送
付
す
る
方
法
が
一
般
的
で

あ
る
（
図
２
）。

国
内
の
常
任
代
理
人
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
に
送
付
さ
れ
る
書
類
は
、
発
行
会
社
か
ら
送
付
さ
れ
て
き
た
全
て
の

書
類
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
Ｉ
Ｒ
の
観
点
か
ら
問
題
も
あ
る
。
こ
の
た
め
、
近
年
、
翻
訳
サ
ー
ビ
ス
な
ど
も
台
頭
し
て
い
る
。
送
付

さ
れ
る
書
類
も
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
非
居
住
者
が
全
て
の
議
案
を
理
解
し
、
こ
れ
に
対
し
、
賛
否
を
判
断
す
る
の
は
、
実
質
的
に

（48）



は
不
可
能
に
近
い
。
従
っ
て
、
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ェ
ア
ホ
ル
ダ
ー
・

サ
ー
ビ
シ
ー
ズ
（
Ｉ
Ｓ
Ｓ
）
な
ど
の
議
決
権
行
使
助
言
会
社
を
利
用
す
る
ケ
ー
ス
も
多

く
な
っ
て
き
て
い
る
。
Ｉ
Ｓ
Ｓ
は
今
年
の
株
主
総
会
で
、
天
龍
製
鋸
の
防
衛
策
導
入
議

案
に
反
対
す
る
よ
う
助
言
し
た
（
13
）。

天
龍
製
鋸
は
米
系
投
資
フ
ァ
ン
ド
、
ス
テ
ィ
ー
ル
・

パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
に
よ
る
株
式
買
い
増
し
を
防
ぐ
た
め
、
防
衛
策
導
入
議
案
の
承
認
を
目

指
し
て
い
た
。

６
　
お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
、
株
券
が
存
在
す
る
制
度
で
あ
る
株
主
名
簿
と
保
管
振
替
制
度
に
お
け
る

実
質
株
主
名
簿
が
権
利
確
定
日
に
名
寄
せ
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
保
管
振
替
制
度

を
利
用
し
た
場
合
、
株
式
を
取
得
し
て
も
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
る
に
は
、
時
間
を
要

し
て
い
た
。
株
券
不
発
行
の
新
た
な
振
替
制
度
に
お
い
て
、
株
主
名
簿
は
一
本
化
さ
れ
、

名
寄
せ
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
。
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
発
行
会
社
は
正
当
な
理

由
が
あ
れ
ば
、
必
要
に
応
じ
て
株
主
名
簿
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
名
簿
作
成
の

必
要
が
あ
る
と
定
款
で
定
め
て
お
け
ば
、「
正
当
な
理
由
」
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
従
っ

て
、
発
行
会
社
は
、
実
質
的
に
は
、
い
つ
で
も
自
社
の
株
主
名
簿
を
作
成
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
株
主
名
簿
を
見
て
も
、
実
質
的
な
株
主
が
誰
で
あ

る
か
を
特
定
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
大
株
主
の
上
位
に
は
、
国
内
の
投
資
家
の
場
合

（49）

図２　非居住者の議決権行使の流れ
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は
、
日
本
ト
ラ
ス
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行
や
日
本
マ
ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
信
託
銀
行
の
よ
う
な
、
議
決
権
の
裁
量
権
を
持
た
な
い

資
産
管
理
信
託
銀
行
が
並
ぶ
。
ま
た
、
非
居
住
者
に
目
を
向
け
る
と
ス
テ
ー
ト
・
ス
ト
リ
ー
ト
バ
ン
ク
な
ど
こ
れ
も
ま
た
議
決
権
の

裁
量
権
を
持
た
な
い
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
が
並
ん
で
い
る
。
一
方
で
、
こ
れ
も
ま
た
近
年
、
Ｍ
＆
Ａ
、
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス

ト
、
委
任
状
合
戦
な
ど
が
増
加
し
て
い
る
。
発
行
会
社
と
し
て
は
、
真
の
株
主
を
特
定
し
、
株
主
総
会
の
議
案
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら

の
賛
成
票
を
得
た
い
と
す
る
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い
る
。
発
行
会
社
は
、
国
内
外
の
Ｉ
Ｒ
業
者
に
依
頼
し
て
、
株
主
判
明
調
査
を
行

い
、
真
の
株
主
の
特
定
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
株
主
判
明
調
査
の
結
果
を
も
と
に
、
発
行
会
社
は
、
株
主
総
会
の
議
案
を
説
明

す
る
な
ど
、
大
口
投
資
家
や
議
決
権
行
使
助
言
会
社
に
Ｉ
Ｒ
活
動
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。

発
行
会
社
は
、
自
ら
の
株
主
名
簿
を
作
成
し
、
閲
覧
で
き
る
の
は
当
然
と
思
わ
れ
る
が
、
大
株
主
の
み
に
目
を
向
け
た
Ｉ
Ｒ
や
経

営
が
行
わ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
Ｉ
Ｒ
は
潜
在
的
な
株
主
で
あ
る
現
在
の
株
主
で
は
な
い
投
資
家
や
、
少

数
株
主
に
向
け
て
も
平
等
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、
株
式
の
持
ち
合
い
に
お
い
て
関
係
企
業
に
求
め
て
い
た
役
割

を
大
株
主
で
あ
る
年
金
等
に
求
め
る
よ
う
な
Ｉ
Ｒ
は
不
適
切
で
あ
る
（
14
）。

年
金
基
金
や
議
決
権
行
使
助
言
会
社
に
対
し
て
、
議
案
を
説

明
し
、
誤
解
の
な
い
よ
う
に
す
る
行
動
自
体
は
、
不
適
切
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
努
力
は
ど
の
投
資
家
に

対
し
て
も
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

注（
１
）

日
本
証
券
業
協
会
、
証
券
決
済
制
度
改
革
推
進
セ
ン
タ
ー
「
総
株
主
通
知
の
請
求
等
に
お
け
る
正
当
な
理
由
の
解
釈
指
針
」http://w

w
w

.

kessaicenter.com
/kokunai/20070719.htm

l

（
２
）

東
京
証
券
取
引
所
他
「
平
成
一
八
年
度
株
式
分
布
状
況
調
査
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
〈
要
約
版
〉」
平
成
一
九
年
六
月
一
五
日

（50）



（
３
）

常
任
代
理
人
と
は
、
包
括
的
代
理
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
代
理
人
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
限
定
代
理
人
と
は
、
限
定
的
な
代
理
権
限

を
与
え
ら
れ
た
代
理
人
で
あ
る
。

（
４
）

日
本
ト
ラ
ス
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行
編
著
『
Ｔ
Ｈ
Ｅ

資
産
管
理
専
門
銀
行
―
そ
の
実
務
の
す
べ
て
』
金
融
財
政
事
情
連
合
会
、
二
〇

〇
六
年
一
〇
月
、
二
三
二
頁
。

（
５
）

ISSA
'R

eport
on

G
lobalC

ustody
R

isks'R
eproduced

from
the

R
eport

on
the

6
thISSA

Sym
posium

M
ay

24-27,1992
ISSA

Secretariat2001,page
6

（
６
）

厚
生
年
金
基
金
連
合
会
『
運
用
自
由
化
時
代
の
年
金
基
金
の
資
産
運
用
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
九
年
二
月

（
７
）

テ
ィ
エ
ム
ジ
ー
信
託
銀
行
は
ド
イ
チ
ェ
・
モ
ル
ガ
ン
・
グ
レ
ン
フ
ェ
ル
信
託
銀
行
が
平
成
一
一
年
八
月
か
ら
改
称
さ
れ
た
名
称
で
あ
り
、

更
に
、
ド
イ
チ
ェ
・
モ
ル
ガ
ン
・
グ
レ
ン
フ
ェ
ル
信
託
銀
行
も
平
成
八
年
一
〇
月
に
、
チ
ェ
ー
ス
・
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
信
託
銀
行
か
ら
改
称

さ
れ
た
名
称
で
あ
る
。
チ
ェ
ー
ス
・
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
信
託
銀
行
は
昭
和
六
〇
年
一
一
月
に
設
立
さ
れ
た
（
信
託
協
会
年
表
よ
り
）。

（
８
）

信
託
銀
行
が
保
有
す
る
資
金
、
証
券
は
銀
行
勘
定
と
信
託
勘
定
と
に
分
か
れ
る
。

（
９
）

「
企
業
年
金
連
合
会
　
株
主
議
決
権
行
使
基
準
」
の
策
定
に
つ
い
て
　http://w

w
w

.pfa.or.jp/top/jigyou/pdf/gov_20030220.pdf

（
10
）

「
企
業
年
金
連
合
会
　
株
主
議
決
権
行
使
基
準
」
の
策
定
に
つ
い
て

（
11
）

拙
稿
「
株
主
の
特
定
は
必
要
か
」
証
研
レ
ポ
ー
ト
、
一
六
三
九
号
、
三
三
頁
。

（
12
）

二
〇
〇
五
年
一
〇
月
、
厚
生
年
金
基
金
連
合
会
か
ら
企
業
年
金
連
合
会
に
名
称
変
更

（
13
）

二
〇
〇
七
年
六
月
二
六
日
、
日
本
経
済
新
聞

（
14
）

企
業
の
保
有
株
数
は
前
期
末
比
一
六
％
増
で
、
持
ち
合
い
が
上
昇
。
二
〇
〇
七
年
七
月
二
九
日
、
日
本
経
済
新
聞
。
七
月
三
〇
日
、
日
経

金
融
新
聞
。

（51）
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ザ
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。
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